
固定資産税関係　証明・閲覧　申請書　確認書類チェックシート

固定資産税課税明細書（原本）,又は,固定資産税年計画税納税通知書（原本）をお持ちの場合は,申請書と窓口に来た方の身分証のご提示で証明書等が発行できます。

なお,証明書・閲覧の種類（７公図の閲覧又は写し,８公図証明書）に関しては身分証明書等のご提示の必要はありません。

いいえ

いいえ

納税義務者御本人ですか 相続人ですか
-----------------------------------------------------------------------------------------------

はい

はい

※夫婦・親子でなくても「遺言状」をお持ちの場合,

「相続人」とみなされるため,発行できます。

＜狛江市内で同居されている場合＞

・同居の親族の免許証・保険証等身分証明書

＜狛江市外で同居されている場合＞

・同居の親族の免許証・保険証等身分証明書

・同居確認できる書類（住民票等）
※世帯別等で確認書類が用意できない場合は

「代理人」となり,委任状が必要となります。

いいえ

代理人 ・委任状（相続人の署名・押印したもの）

・遺産分割協議書の写し,又は,依頼人と納税義務者の夫

婦・親子関係が分かり,本人が死亡していることが分か

る書類（戸籍・除籍謄本等）

・代理人の免許証・保険証等身分証明書

・委任状（本人の署名・押印したもの）

・代理人の免許証・保険証等身分証明書代理人

・夫婦・親子関係が分かり,納税義務者が死亡してい

ることが分かる書類（戸籍・除籍謄本等）

・相続人の免許証・保険証等身分証明書
※ただし,本人も相続人も本籍地が狛江市であれば,戸籍・

除籍謄本は不要です。身分証明書のみで発行できます。

同居の親族ですか はい

○使用目的が「相続」の場合

相続人ですか

納税義務者ご本人ですか 免許証・保険証等身分証明書

・申請書の納税義務者欄に社名・代表者名を記入し,代表者印を押印代表者ですか

代表者以外代理人（社員含む）

○使用目的が「登記」「売買」等の場合

・申請書に社名・代表者名を記入し,代表者印を押印

・委任状

・窓口に来る人の社員証,免許証,保険証等,身分証明書

※委任状が無い場合で,社員の方が申請される場合には,必ず社員証のご提示をお願いいたします。

いいえ

いいえ

いいえ

※代理人の方で委任状をお持ちで無い場合は,証明書・閲覧の種類３登記専用評価証明書（所有者名・住所不記載）のみの発行となります。
（その際,窓口に来た方の身分証明書等の確認をさせていただきます）

※申請書及び委任状は狛江市ホームページよりダウンロードできます。（狛江市ホームページ→申請書ダウンロードのページへ）

※委任状記載必須事項は次の通りです→代理人の住所・氏名・委任事項（必要年度・証明の種類・証明する物件の所在地番・通数

・作成年月日・委任者の住所・氏名・押印）

何かご不明な点,ご質問等がございましたら,７番の課税課窓口までお越しください。

○納税義務者が「法人」の場合

はい

はい

はい

はい


